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学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領の全部

を改正する告示、小学校学習指導要領の全部を改正する告示及び中学校学習指

導要領の全部を改正する告示等の公示について  
 

平成２０年３月２８日 文科初第 1357 号   
各都道府県教育委員会、各指定都市教育委員会、 
各都道府県知事、各指定都市市長、附属学校を 
置く各国立大学長 宛 文部科学事務次官通知 

 
 

（抄） 
２．留意事項 
（２）入学者選抜における学力検査 
  平成２３年度以降に実施する中学校の入学者選抜における学力検査につい

ては、新小学校学習指導要領に定める各教科の内容が出題範囲となるよう配

慮すること。また、平成２４年度以降に実施する高等学校の入学者選抜にお

ける学力検査については、新中学校学習指導要領に定める各教科の内容が出

題範囲となるよう配慮すること。 
  また、中学校及び高等学校の入学者選抜に当たっては、新学習指導要領の

趣旨を踏まえ、基礎的・基本的な知識・技能の習得とともに、思考力・判断

力・表現力等についてもバランスよく問うことに留意し、知識・技能を活用

する力に関する出題の充実に配慮すること。 
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報告事項

平成２８年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針

秋田県教育委員会

１ 基本方針

中学校学習指導要領（平成２０年文部科学省告示第２８号）に基づくものとする。

２ 実施教科、検査時間及び出題内容

(1) 前期選抜

ア 学力検査の実施教科は、国語、数学、外国語（英語）の３教科とし、各教科の

配点は、それぞれ１００点とする。

イ 各教科の検査時間は、各４５分とする。

ウ 問題は、各教科の目標・内容に即し、基礎的・基本的な事項を中心としながら、

それらを活用して課題を解決することについても、学習の成果が多面的に把握で

きるように出題する。

(2) 一般選抜

ア 学力検査の実施教科は、全日制の課程においては、国語、社会、数学、理科、

外国語（英語）の５教科、定時制の課程においては、国語、数学、外国語（英

語）の３教科とし、各教科の配点は、それぞれ１００点とする。

イ 各教科の検査時間は、国語、数学、外国語（英語）は各６０分、社会、理科は

各５０分とする。なお、国語の「聞くこと」に関する検査及び英語のリスニング

テストは、当該教科の検査開始と同時に１０分間程度行う。また、数学では学校

による問題選択制を一部取り入れる。

ウ 問題は、各教科の目標・内容に即し、基礎的・基本的な事項及びそれらを活用

して課題を解決することについて、学習の成果が多面的にしかもきめ細かに把握

できるように出題する。

３ 各教科の配慮事項

各教科とも、次の各領域及び事項についての学力がみられるように配慮する。

(1) 国 語

ア 話の構成や展開、話し手の意図などを考えながら聞く力（一般選抜のみ）

イ 目的や意図に応じ、自分の気持ちや考えを効果的に伝えるために、ある程度ま

とまった文章を書く力（一般選抜のみ）
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ウ 目的や意図に応じ、文章の展開や表現の仕方などを評価しながら、内容や要旨

を的確に読み取る力

エ 各領域の学習に関連する、伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項（漢字に

ついては、常用漢字を読む力と学年別漢字配当表に示されている漢字を書く力）

(2) 社 会

ア 日本や世界の諸地域などの地理的事象について、自然及び社会的条件と関連さ

せながら理解し、考察する力

イ 我が国の歴史的事象について、時代の動きや世界の歴史などと関連させながら

理解し、考察する力

ウ 現代社会、経済と国民の生活、我が国の政治、国際社会の諸課題などに関する

事項について理解し、考察する力

エ 地図や地球儀、統計、年表などの諸資料を活用して、社会的事象を様々な角度

から判断し、表現する力

(3) 数 学

ア 数や式を的確に処理する力及び基本的な方程式や不等式を用いる力

イ 基本的な図形の性質についての理解及び図形について見通しをもって論理的に

考察し表現する力

ウ 具体的な事象について関数関係を見いだし表現し考察する力

エ 不確定な事象について確率を用いて考察する力及び資料や母集団の傾向を読み

取る力

オ 事象を数学的な見方や考え方に基づいて数理的に考察し表現する力

(4) 理 科

ア 自然の事物・現象を科学的に探究する過程を通して、その仕組みや働きを多面

的、総合的に考察する力

イ 観察・実験で得られた事象や結果を分析して解釈し、表現する力

ウ 観察・実験の基本操作及び観察・実験の結果を的確に記録・整理するなどの技

能に関する力

エ 自然の事物・現象についての基本的な概念や原理・法則を理解し、活用する力

(5) 外国語（英語）

ア 初歩的な英語を聞いて、その内容を聞き取り、適切に応答する力（一般選抜の

み）

イ 場面に応じて適切な英語を用い、自分の考えなどを表現する力

ウ まとまりのある英語の文章を読んで、その概要や要点、書き手の意向などを理

解する力
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平成２８年度千葉県公立高等学校入学者選抜における

学力検査の実施教科及び出題方針について

１ 実施教科

⑴ 前期選抜

国語，数学，英語，理科，社会（各教科５０分，１００点満点）

※国語の問題は，放送による聞き取り検査を含む。

英語の問題は，放送によるリスニングテストを含む。

⑵ 後期選抜

国語，数学，英語，理科，社会（各教科４０分，１００点満点）

※国語の問題は，放送による聞き取り検査を含む。

英語の問題は，放送によるリスニングテストを含む。

２ 出題方針

⑴ 国語

ア 学習指導要領に基づき，３領域（「話すこと・聞くこと」，「書くこと」，

「読むこと」）の基礎的・基本的な力を身に付けているかがみられるように

する。

イ 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の基礎的・基本的な力を

身に付けているかがみられるようにする。

ウ 様々な文章について，内容を的確に理解し，書き手の伝えたいことなどを考

察する力がみられるようにする。

エ 与えられた材料について，自分の言葉で考えを適切にまとめたり，相手に的

確に伝えたりする力がみられるようにする。

⑵ 数学

ア 学習指導要領に基づき，数学の基礎的・基本的な知識・技能を身に付けてい

るかがみられるようにする。

イ 多面的にものを見ることや論理的に考えることの基となる，数学の理解力が

みられるようにする。

ウ 事象を数理的に考察し処理するための判断力及び表現力がみられるようにす

る。

エ 数学的な見方や考え方を総合的に活用するための思考力がみられるようにす

る。
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⑶ 英語

ア 学習指導要領に基づき，英語の基礎的・基本的な知識・技能を，全領域にわ

たり身に付けているかがみられるようにする。

イ 「聞くこと」の領域では，音声を通しての理解力や応答力，大切な事柄を落

とさず聞き取り，適切に判断して答える力などがみられるようにする。また，

「話すこと」の領域では，対話文等により，文脈を理解し適切に発話する力が

みられるようにする。

ウ 「読むこと」の領域では，文や句の意味についての知識だけでなく，文章の

概要や要点を把握する力，筆者の意図や考え，文脈などを把握する力，文章や

図表等から読み取った情報を基に判断して思考する力がみられるようにする。

エ 「書くこと」の領域では，基本的な単語を書く力とともに，条件作文の中で，

英語を用いて自分の考えなどをまとめ，表現する力がみられるようにする。

⑷ 理科

ア 学習指導要領に基づき，第１分野，第２分野からバランスよく出題する。

イ 基礎的・基本的な知識・技能を身に付けているかがみられるようにする。

ウ 科学的な見方や考え方を身に付けているかがみられるようにする。

エ 図や表を基に，科学的に判断する力や結果を表現する力がみられるようにす

る。

オ 課題を多面的，総合的にとらえ，科学的に思考し，解決する力がみられるよ

うにする。

⑸ 社会

ア 学習指導要領に基づき，地理的分野，歴史的分野及び公民的分野からバラン

スよく出題し，学習の成果が総合的にみられるようにする。

イ 基礎的・基本的な知識・技能を身に付けているかがみられるようにするとと

もに，現代社会の諸問題に対する関心や理解の程度がみられるようにする。

ウ 統計や地形図，写真などの諸資料を活用して，社会的事象を判断・分析する

力，そしてそれを表現する力がみられるようにする。

エ 社会的事象を総合的に考察する力や筋道を立てて思考する力がみられるよう

にする。
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各都道府県教育委員会の高等学校入学者選抜における思考力等を 

問う問題の出題例 

 
国立教育政策研究所 
教育課程研究センター 

 
 
【本資料の趣旨等について】 
 
 国立教育政策研究所教育課程研究センターでは，都道府県教育委員会の

御協力を得て，各都道府県の平成２７年度高等学校入学者選抜において，

以下のような力を測ることが可能な問題（国語，社会，数学，理科，外国

語）を収集いたしました。 
 
○論理的に思考する力 
○知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力 
○様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力 

 
御協力いただいた教育委員会に対し，厚く御礼申し上げます。 
御提出いただいた問題の中から，当センターの関係調査官が特徴的なも

のを選び，簡単な分析所見を付しております。 
各教育委員会におかれましては，今後の施策，事業の推進に当たり，本

資料を参考にしていただければ幸いです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔本件担当〕 
国立教育政策研究所 教育課程研究センター 

研究開発部 研究開発課 指導係 岩切，伊倉 

〒100-8951 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

電 話 03-6733-6824  ＦＡＸ 03-6733-6978 

e-mail shidoukk@nier.go.jp 
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各都道府県教育委員会の高等学校入学者選抜における思考力等を 

問う問題の出題例 

 
【目 次】 
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○数学における出題例及び正答等            ･･････ 21 

 

○理科における出題例及び正答等            ･･････ 33 

 

○外国語における出題例及び正答等           ･･････ 47 
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国語における出題例 

○【出題例１】岩手県〔４（３）〕 

 

○【出題例２】福井県〔五〕 

 

○【出題例３】島根県〔【第五問題】〕 

 

○【出題例４】大分県〔【五】問二〕 

 

○ 国語における出題例の正答等 
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○国語における出題例 
 
【出題例１】＊該当問題 ４（３） 岩手県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

※ 
(1) 
(2) 
は
，
該
当
問
題
で
は
な
い
た
め
省
略 

【分析所見】 

本設問では，日本（古文）と中国（漢文）に似た考えがあることを踏まえた上で，それ

を自分の経験や見聞きしたことと結び付けて書くことを求めている。古典に表れたものの

見方や考え方を，自分に引き寄せて考えさせている点に工夫が見られる。 

- 3 - 
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【出題例２】＊該当問題  五 福井県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析所見】 

本設問では，自分の日常生活での言葉の使用場面と提示された複数の資料を結び付け，

自分の考えを述べることを求めている。事実や事柄に具体例を加えて書かせている点に工

夫が見られる。 

 

- 4 - 
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【出題例３】＊該当問題 【第五問題】 島根県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析所見】 

本設問は，学習係の立場で，Ａ公園のコースを薦める文章を条件に基づいて書くことを求めている。

目的を理解した上で，資料に示された公園の情報から自分の考えに応じて必要なものを選択し，理由

に基づいて，相手の意欲を喚起したり相手を説得したりする文章を書かせようとする点に工夫が見ら

れる。 

- 5 - 
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【出題例４】＊該当問題 【五】問二 大分県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析所見】 

本設問は，ＡからＣのかるたを選ぶ際に，表現の特徴とその効果に触れることを求めていることだ

けでなく，選ばなかった他のかるたに見られない特徴を挙げることを求めている。知識・技能を活用

しながら自分の考えを記述する問題である。実際のかるたを用いることで，社会生活や地域の文化と

つなげている点にも工夫が見られる。 

 

※

問
一
は
，
該
当
問
題
で
は
な
い
た
め
省
略 

- 6 - 
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○国語における出題例の正答等     

【出題例１】＊該当問題 ４（３）岩手県     【出題例２】＊該当問題 五 福井県  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出題例３】＊該当問題 【第五問題】 島根県  【出題例４】＊該当問題 【五】問二 大分県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本
文
は
二
段
落
構
成
と
し
、
二
百
字
以

上
、
二
百
四
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。 

第
一
段
落
に
は
、
資
料
Ａ
の
中
か
ら
言

葉
を
一
つ
選
び
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
使

わ
れ
た
の
か
を
書
く
こ
と
。 

第
二
段
落
に
は
、
第
一
段
落
の
内
容
を

踏
ま
え
、「
伝
統
」
と
「
広
が
り
」
の
二
つ

の
言
葉
を
必
ず
用
い
て
、
意
見
を
書
く
こ

と
。 原

稿
用
紙
を
正
し
く
使
い
、
文
字
や
仮

名
遣
い
な
ど
を
正
し
く
書
く
こ
と
。
漢
字

を
適
切
に
使
う
こ
と
。
そ
の
他
、
注
意
に

従
い
、
適
切
に
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 
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社会における出題例 

〈地理的分野〉 

○【出題例１】岩手県〔９（３）〕 

 

○【出題例２】広島県〔４  ２（２）〕 

 

〈歴史的分野〉 

○【出題例３】東京都〔４〔問３〕〕 

 

○【出題例４】広島県〔２ ５〕 

 

〈公民的分野〉 

○【出題例５】栃木県〔６ １（６）〕 

 

○【出題例６】鳥取県〔【問題３】問１（５）〕 

 

○ 社会における出題例の正答等 
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○社会における出題例 
＜地理的分野＞ 
 
【出題例１】＊該当問題 ９（３）岩手県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【分析所見】 

赤字路線である市営バスの今後の在り方について，その存廃の根拠となる資料として適切な

ものを，当該路線に関わる３種類のグラフから選び，それらを用いて路線存廃，両主張の理由

を述べる問題である。資料それぞれからは，路線存廃の両面の情報が読み取れるが，一般に，

様々な情報（資料）の中から，その差異を勘案し，選択するという，社会科ならではの思考力

を問う問題となっている。また，現代日本が直面している課題について，資料を基に自分の考

えを提案できる力を試す問題にもなっている。 

 

※(1)，(2)は，該当問題ではないため省略 

- 11 - 
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【出題例２】＊該当問題 ４ ２（２） 広島県 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析所見】 

日本の製鉄都市の変遷について，原料立地から臨海立地に至る過程を，原料となる石炭の産出量

と輸入量の推移という歴史的背景を踏まえて説明する問題である。このような地図と資料から情報

を読み取って，比較したり，関連付けたりして理由や根拠を述べる設定は，生徒の思考を促す「な

ぜ」という問いがあり，授業場面をも想定した問題になっている。 

 

※1，2(1)，3，4は該当問題ではないため省略 

※下線部②は，別掲図中の「官営の八幡製鉄所がつくられ」が該当 

- 12 - 
 

20



＜歴史的分野＞ 
 
【出題例３】＊該当問題 ４ 〔問３〕 東京都 
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【分析所見】 

江戸時代の海上交通路を示した地図，その時代の幕府や藩に関する出来事をまとめた年表を活用

して，地域の食文化形成の背後には，地方の特産物を広く流通させる幕府や藩の政策があったこと

を説明させる問題である。生徒の思考を促す問いの立て方を工夫しており，現在の私たちの生活の

背後には過去の人々の意思決定があることを理解するという歴史を学ぶ意義を実感できる問題構

成となっている。実際の授業における学習過程を意識して資料を提示しており，地域の食文化形成

の歴史的な経緯を調べる学習活動やその成果を問う問題としても参考になる。 

※問 1，問 2，問 4は，該当問題ではないため省略 
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【出題例４】＊該当問題 ２ ５ 広島県 

 
 ２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1～4，6は，該当問題ではないため省略 

【分析所見】 

雪舟の水墨画と葛飾北斎の浮世絵の中から室町時代の絵を選ばせ，その理由を記述させる問題で

ある。工夫点は，理由の記述のさせ方である。あわせて示された書院造と石庭の両写真資料から室

町時代の文化の特色を読み取り，それに深く関連する作品であることを柱に，今次学習指導要領に

明記された「禅宗」の語を用いて記述するよう求めている。知識だけでも解答できそうな著名な作

品について，その時代的背景となる文化全体の特色と関連付ける力を見ようとする問題となってい

る。 

書院造の部屋（写真） 

富嶽三十六景 

神奈川沖波裏 

（葛飾北斎） 

秋冬山水図 

・冬景図 

（雪舟等揚） 

龍安寺の石庭（写真） 
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＜公民的分野＞ 
 
【出題例５】＊該当問題 ６ １（６） 栃木県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析所見】 

 卸売市場におけるだいこんの月別供給量と月別平均価格の推移のグラフを提示し，供給量が

ほぼ同じであるにもかかわらず価格に差がある月に着目させ，その理由を説明させる問題であ

る。習得した需要と供給，市場価格などの概念を日常の生活場面に活用する力を問う問題であ

り，思考力・判断力・表現力を問う問題である。 

 

※1(1)～(5)，2は，該当問題ではないため省略 

- 16 - 
 

24



【出題例６】＊該当問題 【問題３】問１（５）鳥取県 
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【分析所見】 

４人の主張を環境保全と経済の関係に着目して読み取らせ，地球温暖化対策を重視する立場

と経済成長を重視する立場，また，多国間の対話や理解によって問題解決を図る立場と自国を

中心に問題解決を図る立場の，それぞれを縦，横の座標軸に適切に位置付けさせる問題である。

その際，持続可能な社会を形成するという観点から，地球温暖化対策と経済成長を共に成り立

たせ得る解決策を主張する立場をも設定するなど，現実の社会で実際に行われている合意形成

の在り方を踏まえた問題となっている。 

 

※(1)～(4)は，該当問題ではないため省略 
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○社会における出題例の正答等 
＜地理的分野＞ 

【出題例１】＊該当問題 ９（３） 岩手県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ＜歴史的分野＞ 

【出題例２】＊該当問題 ４ ２（２） 広島県 【出題例３】＊該当問題 ４ 〔問３〕東京都 

 
 
 
 
 
 
 
 

【出題例４】＊該当問題 ２ ５ 広島県 
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＜公民的分野＞ 

【出題例５】＊該当問題 ６ １（６） 栃木県 

 

 

 

 

 

 

【出題例６】＊該当問題 【問題３】問１（５）鳥取県 

 

 （解答） イ 

- 20 - 
 

28


